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後期高齢者医療制度についての厚労省への質問と回答
2020年 7月 石川県社会保障推進協議会 寺越博之

Q:後期高齢者医療被保険者の負担割合と被保険者外の負担割合は？

A: 後期高齢者医療被保険者の負担割合 ＝ 11．4％

被保険者外の負担割合 ＝ 41．1％

Q:現役なみの所得の方の割合は

A： 後期高齢者医療被保険者総数の 7％

Q:現役なみの所得の方には公的負担がないと聞くが本当か

公的負担がないとその分は、後期高齢者医療被保険者の負担となるのか

A：現役並みの所得者の医療には公的負担は控除するようになっている。

現在の公的負担率は 47．6％である

2．4％は後期高齢者医療被保険者の負担像となる仕組みとなっている

公的負担率＝ （医療費－一部負担－現役なみ所得被保険者の医療費）1／ 2

（67条の規定と 93条～ 99条参照 ）

Q:調整交付金率は 8.3 ％を下回る都道府県は、仮に 7．3 ％とするとその 1 ％はどこが負担するのか

A：後期高齢者医療被保険者がふたんすることになる 11．4＋ 1＝ 12．4％となる

記

高齢者の医療の確保に関する法律

（一部負担金）

第六十七条 第六十四条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受け

る者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき

第七十条第二項又は第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する

基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、

当該保険医療機関等に支払わなければならない。

一 次号に掲げる場合以外の場合 百分の十

二 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他

政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める

額以上である場合 百分の三十

２ 保険医療機関等は、前項の一部負担金（第六十九条第一項第一号の措置が採られた

ときは、当該減額された一部負担金とする。）の支払を受けるべきものとし、保険医

療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもか

かわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、後期
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高齢者医療広域連合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による

徴収金の例によりこれを処分することができる。

第四節 費用等

第一款 費用の負担

（国の負担）

第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保

険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額

を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養

費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支

給に要する費用の額の合計額（以下「療養の給付等に要する費用の額」という。）か

ら第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費

用の額（以下「特定費用の額」という。）を控除した額（以下「負担対象額」という。）

の十二分の三に相当する額を負担する。

２ 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域

連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係るすべての医

療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案し

て、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著し

いものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に

要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額（第九十六条第二項におい

て「高額医療費負担対象額」という。）の四分の一に相当する額を負担する。

一 負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得

た率

二 第百条第一項の後期高齢者負担率

３ 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払

基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の二分の一を交付する。ただし、

前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超える

ときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額

の二分の一を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の

特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等

にその満たない額を加算して得た額の二分の一を交付するものとする。

（国庫負担金の減額）

第九十四条 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合に

おいては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療

広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。

２ 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。

（調整交付金）



- 3 -

第九十五条 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、

後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。

２ 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の十二分の一に

相当する額とする。

（都道府県の負担）

第九十六条 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、

負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。

２ 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医

療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を負担する。

（都道府県の負担金の減額）

第九十七条 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合に

おいて、国が第九十四条の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、

政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して

負担すべき額を減額することができる。

２ 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。

（市町村の一般会計における負担）

第九十八条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、

その一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。

（市町村の特別会計への繰入れ等）

第九十九条 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者に

ついて後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に

基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の

財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の

後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。

２ 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、第五十二条各号のいずれか

に該当するに至つた日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合

法（他の法律において準用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法の規定に

よる被扶養者であつた被保険者について、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当す

るに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、条例の定めるところ

により行う保険料の減額賦課に基づき保険料を減額した場合における当該減額した額

の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定め

るところにより算定した額を、市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れ

なければならない。

３ 都道府県は、政令で定めるところにより、前二項の規定による繰入金の四分の三に

相当する額を負担する。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/211AC0000000070_20180725_430AC0000000079
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/314AC0000000073_20200401_429AC0000000045

